　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（様式６）
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質問書

令和　　年　　月　　日

　　千代田町長　　　　　様
申請者　住所又は所在地　　
　　　　　　　　　　　　商号又は名称　　
代表者　　　　　　　　　　　　㊞

令和８年６月１９日付けにて公告のあった千代田町子育て支援型共同住宅推進事業に係る公募型プロポーザルに関し、次のとおり質問します。


	質問内容

	


１

（様式1)

参加申込書

令和　　年　　月　　日
　　千代田町長　　　　　様
申請者　住所又は所在地　　
　　　　　　　　　　　　商号又は名称　　
代表者　　　　　　　　　　　　

[bookmark: _Hlk232095833]　令和８年６月１９日付けにて公告のあった千代田町子育て支援型共同住宅推進事業に係る公募型プロポーザルに参加したいので、関係書類を添えて申し込みます。
　なお、申請書及び関係書類のすべての記載事項並びに提案参加資格を満たしていることは、事実と相違ないことを誓約します。
記

１　確認事項　下記事項について、現在該当はありません。
　　　　　　　・地方自治法施行令第１６７条の４の規定
・千代田町建設工事請負業者等指名停止措置要綱に基づく指名停止
　　　　　　　・千代田町の事務事業からの暴力団排除に関する要綱に基づく指名停止
　　　　　　　・建築士法第２６条第２項の規定による事務所の閉鎖命令
　　　　　　　・経営上の問題点(会社更生法に基づく更生手続開始の申立て、民事再生法に基づく再生手続開始の申立て、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第６４条による改正前の商法第３８１条第1項の規定による会社整理の開始の申立て又は同条第２項の規定による通告、破産法に基づく破産手続開始の申立て等)

２　添付書類　次の書類を添付する。
	様式２別紙参照

	

	



	３　連絡先　所属
　　　　　　担当者氏名
　　　　　　電話番号
　　　　　　ファックス番号
	受付印



受付番号　　　号　

２

（様式２)



参加申込書添付書類一覧


参加資格要件を満たしていることが確認できる書類を参加申込書に添付してください。なお、証明書等については、申込書提出日の直前３か月以内のものを有効とします。


	No.
	提出書類
	留意事項
	様式
	提出
部数
	チェック
欄

	１
	法人登記簿謄本
	法務局で発行する法人登記簿謄本又は「履歴事項全部証明書」、「現在事項全部証明書」でも可能とします。
	写し可
	１部
	

	２
	企業概要
	既存のパンフレット等でも可能です。
	―
	１部
	

	３
	決算書・財務諸表
	直近事業年度の決算書又は財務諸表（貸借対照表、損益計算書）。
	写し可
	１部
	

	４
	印鑑証明書
	
	写し可
	１部
	

	５
	納税証明書または未納のないことの証明
	①　国税（法人税、所得税、消費税及び地方消費税）
②　群馬県税（賦課するすべての税目）
③　事業者に賦課する市区町村民税（すべての税目）
④　事業者の代表者に賦課する市区町村民税（すべての税目）

※②～④については、賦課されているものが無い場合は不要。
	写し可
	１部
	

	６
	提案書提出届（兼）構成員の制限に関する誓約書
	グループで申請する場合、提出してください。
	様式３
	１部
	

	７
	誓約書
	
	様式６
	１部
	


※チェック欄に○を付けてください。










	
応募者名：

	



３



（様式２別紙)






企画提案書提出届（兼）構成員の制限に関する誓約書

令和　　年　　月　　日
千代田町長　　　　　様

[bookmark: _Hlk232066681][bookmark: _Hlk221123624]令和８年６月１９日付けにて公表された「千代田町子育て支援型共同住宅推進事業に係る公募型プロポーザル実施要項」に明記された「参加資格に関する事項」を満たしていることを誓約し、同要項に基づき下記の構成員により本事業への応募に参加します。

	１．応募グループの代表法人　　グループにおける役割：

	所在地：

	商号又は名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	代表者名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	担当者名：

	担当者連絡先：(TEL)                       (E-mail)



	２．構　成　法　人　　　　　　　グループにおける役割：

	所在地：

	商号又は名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	代表者名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



	３．構　成　法　人　　　　　　　グループにおける役割：

	所在地：

	商号又は名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	代表者名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



※ グループにおける役割には、募集要項で示す応募者の構成を踏まえ、いずれの業務を実施するか記載してください。
※ 応募グループの代表法人・構成法人の企業毎に「代表者印」を押印の上提出してください。
※ 構成員の欄が足りない場合は本様式に準じ適宜作成・追加してください。４

（様式３)




参加辞退届

令和　　年　　月　　日

千代田町長　　　　　様
申請者　住所又は所在地　　
　　　　　　　　　　　　商号又は名称　　
代表者　　　　　　　　　　　　


令和８年６月１９日付けにて公告のあった千代田町子育て支援型共同住宅推進事業に係る公募型プロポーザルへの応募について、参加を辞退します。

５

（様式４）

（様式５－１）





企画提案書
（千代田町子育て支援型共同住宅推進事業に係る公募型プロポーザル）






【応募者】　住所又は所在地
　　　　　　　　　　 商号又は名称
代　　表　　者　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞











６

	提案施設の内容（様式５－２）

実施要項第１の「５．提案施設の内容、（１）満たすべき条件」に掲げる基準について記載してください。
（＊各項目について、確認後、チェック☑または具体的内容を記載してください。）

（１）満たすべき条件
①　千代田町内の子育て世代の定住促進につながる賃貸の共同住宅の建設及び管理運営に関する提案であること。
	提案内容
	· 子育て世代の定住促進につながる賃貸共同住宅の建設及び管理運営をする


②　管理期間は、入居募集開始から20年以上とする。
	管理期間
	（　　　　）年以上


③　提案施設については、次に示す基準をすべて満たすこと。
【事業要件】
	1)入居者
	□　賃貸住宅の入居者（世帯）が小学生以下の子どもを養育している子育て世帯であること。

	2)入居募集
	□　賃貸住宅の入居募集は、募集開始から3か月間は子育て世帯（小学生以下の子どもを養育）に限定して居住者募集を行うこと。ただし、3か月以上の間、入居者を確保できない場合は、子育て世帯以外の者を入居させることができる。また、少なくとも10年間は、入れ替わりの際も同様の入居者募集とすること。

	3)住戸の専有面積
	□　40㎡以上であること。➡１戸あたり専有面積（　　　）㎡

	4)耐震対応
	□　対象住戸を含む建物は、新耐震基準に適合していること。

	5)省エネ対応
	□　住宅が省エネ基準に適合していること。

	6)居住者等による
交流を促す施設
の設置
	次のいずれかの取り組み事項を行うこと。（１つ以上必須）
□　交流場所として利用できる多目的室（キッズルーム、集会室）の設置
□　プレイロット（遊具・水遊び場・砂場）の設置
□　家庭菜園の設置
□　交流用ベンチの設置

	7)１棟当たり戸数
	□　10戸以上であること。➡（　　　　）戸を予定

	8)建築物の規模
	□　容積率100％以内かつ高さ10ｍ以内であること。
□　階数は、2階建または3階建であること。➡（　　　）階建を予定

	9)家賃設定基準
	□　近傍同種の共同住宅の家賃額と均衡を失しない額とすること。
　　想定家賃額　➡　1か月（　　　　　　　）円

	10)建設及び入居受入対応
	□　所有権移転後、1年以内に工事着工を行い、2年以内に入居者募集を開始すること。
　➡着工予定（　　年　　月　　日）・完成予定（　　年　　月　　日）
　➡入居募集予定（　　年　　月　　日）・入居開始（　　年　　月　　日）



７

（様式５－３）

【子ども安全確保に資する設備の設置（必須）】
	1）住宅内での事故防止
□　衝突による事故を防止する
· 造りつけ家具の出隅等の衝突事故防止工事（面取り加工）
· ドアストッパーまたはドアクローザーの設置
□　転倒による事故を防止する
· 転倒による事故防止工事（洗面・脱衣室の床はクッション床）
· 人感センサー付玄関照明設置
· 足元灯等の設置
□　転落による事故を防止する（バルコニー・窓などからの転落防止）
· 転落防止の手すり等の設置
　□　ドアや窓での指つめ・指はさみを防止する
· ドアや扉へ指詰め防止工事
　□　危険な場所への進入や閉じ込みを防止する
· 子どもの進入や閉じ込み防止のための鍵の設置
· チャイルドフェンス等の設置
　□　感電や火傷を防止する
· シャッター付コンセント等の設置
· 火傷防止用カバー付き水栓、サーモスタット式水栓等の設置
· チャイルドロックや立消え防止等の安全装置が付いた調理器の設置

	2) 子どもの様子の見守り
　□　子どもの様子を把握しやすい間取りとする
· 対面形式のキッチンの設置
· 子どもを見守れる間取りへの工事（キッチンに面したリビング）

	3) 不審者の侵入防止
　□　不審者の侵入を防止する
· 防犯性の高い玄関ドア等の設置
· 防犯フィルム、防犯ガラス、面格子等の設置
· 防犯カメラ設置（録画機能のあるカメラ付きインターホンの設置含む）

	4) 災害への備え
　□　災害時の避難経路の安全を確保する
· 家具の転倒防止措置のための下地処理工事
· 避難動線確保工事

	5) 防犯安心性の確保
　□　防犯安心性の確保を行う
· 宅配ボックスの設置


８

実施要項第１の「５．提案施設の内容、（２）禁止する用途、（３）整備・管理運営条件、（４）補助金制度」に掲げる条件に、該当しているか確認してください。
（＊各項目について、確認後、チェック☑または具体的内容を記載してください。）

（２）禁止する用途
次に定める用途には使用できません。
□　①　青少年に有害な影響を与える用途
□　②　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第2条
第2号に定める暴力団その他の反社会的団体及びこれらの構成員がその活動のために
利用する用途
□　③　公序良俗に反する用途
□　④　その他、町が本事業の主旨にふさわしくないと判断する用途

[bookmark: _Hlk220509122]（３）整備・管理運営条件
事業者は、提案施設の整備及び管理運営にあたり、次の条件をすべて満たすこととします。
□　①　施設の整備・管理運営等の事業全体に関し関係法令を遵守した計画としてください。      
□　②　日影、風害、電波障害、景観など、周辺の農地や住宅等に与える影響に十分配慮し  
た計画としてください。

（４）補助金制度
□　①　町への補助金申請の予定
別に定める千代田町子育て世代向け民間賃貸共同住宅建設支援事業補助金交付要綱に基づき、交付決定を受けることができれば、当該事業における整備費の一部へ充当するための補助金を定額で交付いたします。
この交付条件としては、後述の「②　国への補助金申請意向」に記載のある、「子育て支援型共同住宅推進事業」のうち、“賃貸住宅建設型”の補助金採択を受けて進める事業者に対して、町としても補助金の交付を予定していますが申請を行う予定がありますか。
➡　□　予定あり　・　□予定なし
□　②　国への補助金申請の予定
国土交通省では、スマートウェルネス住宅等推進事業補助金（共同住宅（賃貸住宅））を対象に、事故防止や防犯対策などの子どもの安全・安心に資する住宅の新築の取り組みや、子育て期の親同士の交流機会の創出に資する居住者間のつながりや交流を生み出す取り組みに対する支援事業として、「子育て支援型共同住宅推進事業」を実施しておりますが、賃貸住宅建設型の申請を行う予定がありますか。
　➡　□　予定あり　・　□予定なし





（様式５－４）
９


	１．住宅・付帯施設【４０点】

	
	住宅・付帯施設の概要、コンセプト等を記載してください。
（審査項目）
・建物・駐車場などの施設、及びその全体レイアウトに工夫が見られるか。
・間取り・居室空間・水回り等の住宅設備について、子育て世帯の入居に繋がる工夫が見られるか。
・子育て世帯の入居者等による交流を促す施設の設置に工夫が見られるか。　　　
（例：キッズスペース、集会室、広場、遊具、ベンチ、家庭菜園の設置など）


※提案書作成の際は、上記          内を削除して記入して下さい。





















※Ａ４版1ページ以内で記述してください。（様式５－５）


【住宅・付帯施設整備における提出資料】
　下記の資料について任意の様式で添付してください。
	資料名

	
	イメージパース
	外観が把握できる簡易なもの１点以上


	
	配置図（縮尺１/２５０）
	事業対象地全体を含む範囲について表記すること。駐車場、及びその他構造物（樹木・植栽、遊具、ベンチ、囲障、舗装等）を記入すること。

	
	建物平面図（縮尺１/２５０）
	間取りなどが把握できるもの。

	
	その他提案に必要な資料
	


１０

	２．管理・運営【３０点】

	
	整備した共同住宅及び付帯施設の管理・運営について記載してください。
住宅の供用開始予定日及び管理期間を明記してください。
事業期間中の「収支計画」について、別紙として添付してください。
協力法人を選定する場合、管理運営における事業の実施体制図を添付してください。
（審査項目）
・事業収支計画の実現性について
・住宅設置後の管理・運営方針について
・管理・運営期間について


※提案書作成の際は、上記          内を削除して記入して下さい。



	住宅の供用開始予定日
	令和　　　　年　　　　月　　　　日

	管理期間
	年間


（様式５－６）
１１

	３．地域貢献【１０点】
	（様式５－７）


	
	地域貢献に関する取り組みについて記載してください。
（審査項目）
・千代田町内の活性化や、子育て世帯の親子が便利で快適に暮らせるまちづくりについて工夫が見られるか。（例：地域住民に好影響を与えられるような工夫や町全体のイメージアップにつながるなど）


※提案書作成の際は、上記          内を削除して記入して下さい。




























	



※Ａ４版1ページ以内で記述してください（様式５－７）
１２

	４．事業実績【１０点】

	
	共同住宅の建設や運営管理の事業実績について記載してください。
（審査項目）
・本事業と同規模程度以上の共同住宅の建設や運営管理事業、その他の類似事業の実績の有無


※提案書作成の際は、上記          内を削除して記入して下さい。




































※Ａ４版1ページ以内で記述してください。（様式５－８）
１３

	５．購入希望価格【１０点】

	
	購入希望価格を記載してください。
なお、プロポーザル実施要項第１の３により、事業用地の最低売却価格は１０，６６０，０００円です。
（審査項目）
・事業用地の購入価格について
（他者との比較：購入希望価格÷最高購入希望価格×１０）


※提案書作成の際は、上記          内を削除して記入して下さい。
購入希望額は、以下の金額のとおりです。
	億
	千
	百
	拾
	万
	千
	百
	拾
	壱

	
	
	
	
	
	
	
	
	


　
　　　　円


　※最初の数字の直前に￥マークを記入すること

１４



（様式５－９）




誓約書

私は、千代田町暴力団排除条例（平成24年千代田町条例第14号。以下「条例」という。）の基本理念を理解し、下記の事項について誓約いたします。
また、必要な場合には、このことについて群馬県警察本部に照会することを承諾します。
なお、これらの事項に反する場合、契約の解除等、貴町が行う一切の措置について異議の申し立てを行いません。
記

１　自社（個人の場合にはその者）又は自社の役員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第9条第21号ロに規定する役員をいう。以下同じ。）は、次のいずれにも該当する者ではありません。
（１）暴力団員等（条例第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。）に該当する者
（２）暴力団（条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員等の統制下にある者
（３）暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
２　使用人として暴力団員等を雇用していません。また、新たに雇用しません。
３　第１項各号に該当する者が、自社（個人の場合にはその者）又は自社の経営に実質的に関与していません。
４　暴力団排除に該当する事由の有無の確認のため、役員名簿等の提出を求められたときは、速やかに提出します。
５　千代田町建設工事請負業者等指名停止措置要綱(平成18年告示第73号)に基づく指名停止の措置を受けている者及び第１項各号に該当する者を下請負人としません。
６　第1項各号に該当する者を下請負人としていて、千代田町から当該下請契約の解除を求められた場合は、解除等の求めに従います。

　　　令和　　　年　　　月　　　日

　千代田町長　　　　　　　　　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　所在地

　　　　　　　　　　　　　　　　　　商号又は名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（実印）

· 千代田町暴力団排除条例については、裏面をご確認ください。

千代田町暴力団排除条例（抜粋）１５
裏面


（定義）
第２条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)　暴力団　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。以下「法」という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。
(2)　暴力団員　法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。
(3)　暴力団員等　暴力団員又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者をいう。
(4)　町民等　町民及び事業者をいう。
（基本理念）
第３条　暴力団の排除は、社会全体として、暴力団が町民等の生活及び事業活動に不当な影響を及ぼしていることを認識した上で、暴力団を恐れないこと、暴力団に資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として、町及び町民等が互いに緊密に連携し、及び協力して、一丸となって推進されなければならない。
（町の責務）
第４条　町は、前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、町民等の協力を得るとともに、県、当該町を管轄する警察署（以下「警察署」という。）、市町村、その他の関係機関等との連携を図りながら、暴力団の排除に関する施策を総合的に推進するものとする。
２　町は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、県、警察署その他の関係機関等に対し、当該情報を提供するものとする。
（町民の責務）
第５条　町民は、暴力団員等による不当な要求行為（以下「不当要求行為」という。）があった場合には、基本理念にのっとり、町、警察署その他の関係機関等に相談するなどして、その排除に努めるものとする。
２　町民は、暴力団の排除に関する活動に自主的に、かつ、相互に連携及び協力を図って取り組むとともに、町及び警察署が推進する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
３　町民は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、町、警察署その他の関係機関等に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。
（事業者の責務）
第６条　事業者は、その行う事業に関し不当要求行為があった場合には、基本理念にのっとり、町、警察署その他の関係機関等に相談するなどして、その排除に努めるものとする。
２　事業者は、その行う事業に関し、暴力団との一切の関係を遮断するよう努めるとともに、町及び警察署が推進する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
３　事業者は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、町、警察署その他の関係機関等に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。
（町の事務及び事業における措置）
第７条　町は、法第３２条第１項に規定する措置のほか、公共工事その他の町の事務又は事業により暴力団を利することとならないよう、暴力団員等を町が実施する入札に参加させない等の必要な措置を講ずるものとする。
２　町は、公共工事その他の町の事務又は事業に関する契約の相手方に対し、下請その他の当該契約に関する契約の相手方から暴力団員等を排除するために必要な措置を講ずるよう義務付けるものとする。
（暴力団の威力を利用することの禁止）
第１２条　町民等は、債権の回収、紛争の解決に関して暴力団員を利用し、自己が暴力団と関係があることを認識させて相手を威圧する等、暴力団の威力を利用してはならない。
（利益の供与の禁止）
第１３条　町民等は、暴力団の活動又は運営に協力する目的で、暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対して金品その他の財産上の供与をしてはならない。１６

